
許可番号

事業所の名称

事業所所在地

２．派遣先実数 （2024年3月地点）

訓練方法の別 訓練費負担の別 賃金支給の別

１　無償
（実費負担なし）

１　有給
（無給部分なし）

２　無償
（実費負担あり）

２　有給
（無給部分あり）

３　有償 ３　無給

①入職時等基礎的訓練 1 2 1 1

②職能別訓練 2 5 1 1 1

③職種転換訓練

④階層別訓練 5、６ 2 3 1 1 1

⑤その他の教育

キャリア･コンサルティング窓口

キャリア･コンサルティングを行う場所 新進テック株式会社　柏崎事業所

連絡先ＴＥＬ 0257-22-7555

担当者氏名 第二製造部　中川　孝一　　

 7．派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項（キャリアアップに資する教育訓練計画）

教育訓練の内容

対象となる派遣労働者の種別･人員 １人あたり年間平均実施時間

１雇用時　２派遣中
３待機中　４入社＊年目
５⾧期的なキャリア形成を念頭に
置いた内容の教育訓練の対象と
なる無期雇用派遣労働者
６その他

人数 １年目 ２年目 ３年目
４年目
　以降

１  OJT
２  OFF - JT

0

5

5

６．派遣法第３０条の４第１項の労使協定について

労使協定の締結状況 締結済み

労使協定の対象労働者の範囲 全派遣社員

労使協定の有効期間の終期 2025年3月31日

４．派遣労働者の賃金の額の平均額（１日８時間／円）　　　　　 （2024年3月地点） 11,718円

５．マージン率（（３欄－４欄）÷３欄） 　　　　　　　　　　　　　　 （2024年3月地点） 35.2%

常時雇用される労働者以外の
労働者

５人 0人

２件

３．労働者派遣に関する料金の額の平均額（１日８時間／円）　 （2024年3月地点） 18,095円

１．派遣労働者数
　　（一日平均／人）
  （2024年3月地点）

日雇派遣労働者数（実数） 日雇派遣労働者以外の労働者

0人

常時雇用される労働者

労働者派遣事業所ごとの情報提供

事業報告（2023年4月1日～2024年3月31日）の内容に基づき、以下のとおり情報提供します。（労働者派遣法23条第5項）

               派１３－３０３０１３

               新進テック株式会社　柏崎事業所

               〒945－1352
               新潟県柏崎市安田田尻工業団地7550-1
               ＴＥＬ:0257-22-7555



許可番号

事業所の名称

事業所所在地

２．派遣先実数 （2024年3月地点）

訓練方法の別 訓練費負担の別 賃金支給の別

１　無償
（実費負担なし）

１　有給
（無給部分なし）

２　無償
（実費負担あり）

２　有給
（無給部分あり）

３　有償 ３　無給

①入職時等基礎的訓練 1 2 1 1

②職能別訓練 2 2 2 2 1 1

③職種転換訓練 2 4 4 2 1 1

④階層別訓練 5、６ 2 2 2 1 1

⑤その他の教育

 7．派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項（キャリアアップに資する教育訓練計画）

0238-37-7282

総務部　　黒田　祐造

キャリア･コンサルティング窓口

キャリア･コンサルティングを行う場所

連絡先ＴＥＬ

教育訓練の内容

１雇用時　２派遣中
３待機中　４入社＊年目
５⾧期的なキャリア形成を念頭に
置いた内容の教育訓練の対象と
なる無期雇用派遣労働者
６その他

１年目 ２年目 ３年目
４年目
　以降

１  OJT
２  OFF - JT

担当者氏名

新進テック株式会社　米沢事業所

5

労使協定の対象労働者の範囲

労働者派遣事業所ごとの情報提供

事業報告（2023年4月1日～2024年3月31日）の内容に基づき、以下のとおり情報提供します。（労働者派遣法23条第5項）

               新進テック株式会社　米沢事業所

               〒992ー0003
               山形県米沢市窪田町窪田2500番地
               ＴＥＬ:0238-37-7282

１．派遣労働者数
　　（一日平均／人）
  （2024年3月地点）

常時雇用される労働者

５人

               派１３－３０３０１３

常時雇用される労働者以外の
労働者

日雇派遣労働者以外の労働者日雇派遣労働者数（実数）

0人

0人

２件

１２，７５２円

１０，７８９円

３．労働者派遣に関する料金の額の平均額（１日８時間／円）　

４．派遣労働者の賃金の額の平均額（１日８時間／円）　　　　　

（2024年3月地点）

（2024年3月地点）

5

１人あたり年間平均実施時間

15.4%

労使協定の有効期間の終期

人数

対象となる派遣労働者の種別･人員

0

5

締結済み

全派遣社員

2025年3月31日

５．マージン率（（３欄－４欄）÷３欄） 　　　　　　　　　　　　　　 （2024年3月地点）

６．派遣法第３０条の４第１項の労使協定について

労使協定の締結状況


